前払金の使途等に関する建設工事変更請負契約書
１   eq \o\ad(工事番号,　　　　　　　　)　　第　　　　　　　号
２   eq \o\ad(工事名,　　　　　　　　)　　
３   eq \o\ad(工事場所,　　　　　　　　)    佐賀市
　　年　　月　　日に締結した上記の工事において採用した佐賀市建設工事請負契約約款第３７条の規定を下記のとおり変更することを、発注者と受注者は、同約款第６２条の規定に基づき、各々の対等な立場において合意する。
この契約の証として本書２通を作成し、当事者記名押印の上、各自１通を保有する。
記
（前払金の使用等）

第３７条　受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費（この工事において償却される割合に相当する額に限る。）、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として、必要な経費以外の支払に充当してはならない。ただし、前払金の１００分の２５を超える額及び中間前払金を除き、この工事の現場管理費及び一般管理費等のうちこの工事の施工に要する費用に係る支払に充当することができる。
    年    月    日
発注者  住所　佐賀市栄町１番１号

佐賀市
  氏名
佐賀市長　　　　　　　　　印
受注者  住所　
　　　　　　　
  　　　氏名　　　　　　　　　　　　　　印
